
平 成 29 年
３月31日
（金曜日）

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

○
規
則

知
事
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
学
事
文
書
課
）

一

…
…
…
…
…

政
治
倫
理
の
確
立
の
た
め
の
知
事
の
資
産
等
の
公
開
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
（
秘
書
課
）

一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

農
業
倉
庫
業
法
施
行
細
則
を
廃
止
す
る
規
則
（
団
体
指
導
室
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

山
口
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
ぶ
ち
う
ま
や
ま
ぐ
ち
推
進
課
）
…
…
…
二

物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
会
計
課
）

二

…
…
…
…

○
告
示

特
定
鳥
獣
の
捕
獲
等
を
す
る
期
間
の
延
長
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正
（
自
然
保
護
課
）

三

…
…
…
…
…
…
…
…

特
定
鳥
獣
の
捕
獲
等
の
禁
止
及
び
制
限
の
解
除
（
自
然
保
護
課
）

三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

指
定
猟
法
禁
止
区
域
の
指
定
（
自
然
保
護
課
）

四

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

特
定
猟
具
使
用
制
限
区
域
の
指
定
（
自
然
保
護
課
）

四

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

狩
猟
鳥
獣
の
捕
獲
の
制
限
に
関
す
る
告
示
の
廃
止
（
自
然
保
護
課
）

四

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

歳
入
の
収
納
の
事
務
を
委
託
し
た
者
の
名
称
等
（
ぶ
ち
う
ま
や
ま
ぐ
ち
推
進
課
）

四

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

県
道
路
線
の
認
定
（
道
路
整
備
課
）

四
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

県
道
路
線
の
廃
止
（
道
路
整
備
課
）

五
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

道
路
の
区
域
の
決
定
（
道
路
整
備
課
）

五

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

道
路
の
区
域
の
変
更
（
道
路
整
備
課
）

五

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

道
路
の
供
用
の
開
始
（
道
路
整
備
課
）

六

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
公
告

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
商
政
課
）

七

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

県
営
岩
永
本
郷
東
地
区
農
業
競
争
力
強
化
基
盤
整
備
事
業
計
画
書
の
縦
覧
（
農
村
整
備
課
）

七

…
…
…
…
…
…
…

林
業
労
働
力
の
確
保
の
促
進
に
関
す
る
基
本
計
画
の
策
定
（
森
林
企
画
課
）

七

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

基
本
測
量
の
実
施
の
終
了
（
監
理
課
）

八

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

公
共
測
量
の
実
施
の
終
了
（
監
理
課
）

八

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
議
会
規
程

政
治
倫
理
の
確
立
の
た
め
の
山
口
県
議
会
議
員
の
資
産
等
の
公
開
に
関
す
る
条
例
施
行
規
程
の
一
部
を

改
正
す
る
規
程

八

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

規

則

知
事
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
十
四
号

知
事
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

知
事
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
四
年
山
口
県
規
則
第
二
十
五
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
職
員
採
用
選
考
の
成
績
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

臨
時
的
任
用
職
員
等
登
録
試
験
の
成
績

合
格
発
表
の
日
か
ら

一
年

総
務
部
人
事
課
、
各

県
民
局
又
は
長
門
土

木
建
築
事
務
所
の
う

ち
、
受
験
申
込
書
を

提
出
し
た
場
所

別
表
山
口
県
立
西
部
高
等
産
業
技
術
学
校
の
入
学
選
考
試
験
の
成
績
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。職

員
採
用
選
考
の
成
績
（
学
芸
員
の
採
用
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）

合
格
発
表
の
日
か
ら

一
年

観
光
ス
ポ
ー
ツ
文
化

部
文
化
振
興
課

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

政
治
倫
理
の
確
立
の
た
め
の
知
事
の
資
産
等
の
公
開
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一
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山
口
県
規
則
第
十
五
号

政
治
倫
理
の
確
立
の
た
め
の
知
事
の
資
産
等
の
公
開
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則

政
治
倫
理
の
確
立
の
た
め
の
知
事
の
資
産
等
の
公
開
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
七
年
山
口
県

規
則
第
百
五
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
二
号
様
式
中

「

」
を

株
式
等
の
譲
渡
に
よ
る
事
業
所

得
、
譲
渡
所
得
及
び
雑
所
得

「

」
に
、

一
般
株
式
等
の
譲
渡
に
よ
る
事

業
所
得
、
譲
渡
所
得
及
び
雑
所

得上
場
株
式
等
の
譲
渡
に
よ
る
事

業
所
得
、
譲
渡
所
得
及
び
雑
所

得「係
る
配
当
所
得

」
を
「係

る
利
子
所
得
及
び
配
当
所
得

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

農
業
倉
庫
業
法
施
行
細
則
を
廃
止
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
十
六
号

農
業
倉
庫
業
法
施
行
細
則
を
廃
止
す
る
規
則

農
業
倉
庫
業
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
七
年
山
口
県
規
則
第
七
十
二
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
口
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
十
七
号

山
口
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
口
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
（
平
成
十
五
年
山
口
県
規
則
第
七
十
六
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
九
条
」
の
下
に
「
、
木
材
の
安
定
供

給
の
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
八
年
法
律
第
四
十
七
号
。
以
下
「
木
安
法
」
と
い
う
。
）
第

十
五
条
」
を
加
え
る
。

第
九
条
第
二
項
中
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第

一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

木
安
法
第
十
五
条
に
規
定
す
る
資
金
に
あ
っ
て
は
、
木
安
法
第
四
条
第
四
項
の
認
定
を
受
け
た

こ
と
を
証
す
る
書
類
の
写
し

別
記
第
一
号
様
式
の
添
付
書
類
中
⚗
を
⚘
と
し
、
⚒
か
ら
⚖
ま
で
を
⚓
か
ら
⚗
ま
で
と
し
、
⚑
の
次

に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

２
木
材
の
安
定
供
給
の
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
15条
に
規
定
す
る
資
金
に
あ
っ
て
は
、
同
法
第
４
条

第
４
項
の
認
定
を
受
け
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
の
写
し

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
十
八
号

物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
七
年
山
口
県
規
則
第
百
五
十
九

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
中
「
第
十
三
条
」
を
「
第
十
四
条
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
一
項
に
次
の
四
号
を
加
え
る
。

五

特
例
政
令
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
入
札
に
付
そ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
入

札
の
方
法
に
よ
る
旨

六

特
例
政
令
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
入
札
に
付
そ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
条
第

二
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二
項
の
規
定
に
よ
り
入
札
数
量
の
一
部
に
つ
い
て
落
札
が
な
か
っ
た
も
の
と
す
る
こ
と
が
あ
る
旨

七

特
例
政
令
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
入
札
に
付
そ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
条
第

十
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
入
札
を
取
り
消
す
こ
と
が
あ
る
旨

八

特
例
政
令
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
入
札
に
付
そ
う
と
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
端
数
の
入

札
を
制
限
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨

第
七
条
第
一
項
中
「
第
十
四
条
第
一
項
」
を
「
第
十
五
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
八
条
第
三
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

特
例
政
令
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
入
札
に
付
そ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
五
条

第
一
項
第
五
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

第
十
五
条
を
第
十
六
条
と
し
、
第
十
二
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
十
一
条

の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
複
数
落
札
入
札
制
度
に
よ
る
場
合
の
予
定
価
格
）

第
十
二
条

特
例
政
令
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
一
般
競
争
入
札
又
は
指
名
競
争
入
札
に
付
そ
う

と
す
る
場
合
の
予
定
価
格
は
、
会
計
規
則
第
百
五
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
物
品
等

又
は
特
定
役
務
の
種
類
ご
と
の
総
価
額
を
当
該
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
種
類
ご
と
の
需
要
数
量
で

除
し
た
金
額
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

山
口
県
告
示
第
百
二
十
九
号

特
定
鳥
獣
の
捕
獲
等
を
す
る
期
間
の
延
長
に
関
す
る
告
示
（
平
成
十
六
年
山
口
県
告
示
第
五
百
四
十

五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の

適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

イ
ノ
シ
シ
の
三

延
長
後
の
捕
獲
等
を
す
る
期
間
に
関
す
る
部
分
中
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一

日
」
を
「
平
成
三
十
四
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

ニ
ホ
ン
ジ
カ
の
三

延
長
後
の
捕
獲
等
を
す
る
期
間
に
関
す
る
部
分
中
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十

一
日
」
を
「
平
成
三
十
四
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

山
口
県
告
示
第
百
三
十
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）

第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
鳥
獣
の
捕
獲
等
の
禁
止
及
び
制
限
を
解
除
し
、

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

特
定
鳥
獣
の
捕
獲
等
の
禁
止
及
び
制
限
の
解
除
に
関
す
る
告
示
（
平
成
二
十
四
年
山
口
県
告
示
第
九

十
四
号
）
は
、
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
限
り
、
廃
止
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

捕
獲
等
の
猟
法
の
禁
止
を
解
除
す
る
特
定
鳥
獣

イ
ノ
シ
シ

二

捕
獲
等
の
禁
止
を
解
除
す
る
猟
法

く
く
り
わ
な
（
輪
の
直
径
が
十
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
超
え

十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
で
、
締
付
け
防
止
金
具
及
び
よ
り
も
ど
し
が
装
着
さ
れ
、
か

つ
、
ワ
イ
ヤ
ー
の
直
径
が
四
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
架
設

三

捕
獲
等
の
猟
法
の
禁
止
を
解
除
す
る
区
域

山
口
県
の
区
域

一

捕
獲
等
の
猟
法
の
禁
止
を
解
除
す
る
特
定
鳥
獣

ニ
ホ
ン
ジ
カ

二

捕
獲
等
の
禁
止
を
解
除
す
る
猟
法

㈠

く
く
り
わ
な
（
輪
（
直
径
が
十
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
に
限
る
。
）
を
装
着
し
た

縦
置
き
の
容
器
内
に
餌
を
置
い
て
誘
引
す
る
も
の
で
、
締
付
け
防
止
金
具
（
輪
の
円
周
を
三
十
六

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
未
満
と
す
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
よ
り
も
ど
し
が
装
着
さ
れ
、
か
つ
、
ワ
イ

ヤ
ー
の
直
径
が
四
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
架
設

㈡

㈠
以
外
の
く
く
り
わ
な
（
輪
の
直
径
が
十
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

以
下
の
も
の
で
、
締
付
け
防
止
金
具
及
び
よ
り
も
ど
し
が
装
着
さ
れ
、
か
つ
、
ワ
イ
ヤ
ー
の
直
径

が
四
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
架
設

三

捕
獲
等
の
猟
法
の
禁
止
を
解
除
す
る
区
域

山
口
県
の
区
域
（
二
の
㈠
に
掲
げ
る
猟
法
に
あ
っ
て

は
、
下
関
市
及
び
長
門
市
の
区
域
）

一

捕
獲
等
の
数
の
制
限
を
解
除
す
る
特
定
鳥
獣

ニ
ホ
ン
ジ
カ

二

捕
獲
等
の
数
の
制
限
を
解
除
す
る
区
域

山
口
県
の
区
域

二
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三

捕
獲
等
の
数
の
制
限
を
解
除
す
る
期
間

平
成
二
十
九
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
四
年
三
月

三
十
一
日
ま
で

山
口
県
告
示
第
百
三
十
一
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）

第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
猟
法
禁
止
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
し
、
平
成
二
十
九
年
四

月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

名
称

向
道
湖
指
定
猟
法
禁
止
区
域

二

区
域

周
南
市
大
字
大
道
理
、
大
字
大
向
及
び
大
字
長
穂
の
区
域
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限

る
。
）
（
面
積

八
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
）

三

存
続
期
間

永
年

四

禁
止
に
係
る
指
定
猟
法

鉛
散
弾
の
使
用

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
口
県
周
南
農
林
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す

る
。
）

山
口
県
告
示
第
百
三
十
二
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）

第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
猟
具
使
用
制
限
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

名
称

下
関
市
・
長
門
市
特
定
猟
具
使
用
制
限
区
域

二

区
域

下
関
市
及
び
長
門
市
の
区
域
（
面
積

一
〇
七
、
三
一
八
ヘ
ク
タ
ー
ル
）

三

存
続
期
間

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

制
限
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類

く
く
り
わ
な

山
口
県
告
示
第
百
三
十
三
号

狩
猟
鳥
獣
の
捕
獲
の
制
限
に
関
す
る
告
示
（
平
成
十
二
年
山
口
県
告
示
第
六
百
五
十
七
号
）
は
、
平

成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
限
り
、
廃
止
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
告
示
第
百
三
十
四
号

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
歳

入
の
収
納
の
事
務
を
委
託
し
た
者
の
名
称
、
所
在
地
及
び
委
託
に
係
る
取
扱
歳
入
金
の
種
類
は
、
次
の

と
お
り
で
あ
る
。

歳
入
の
収
納
の
事
務
の
委
託
に
関
す
る
告
示
（
昭
和
五
十
二
年
山
口
県
告
示
第
三
百
二
十
一
号
）
、

歳
入
の
収
納
の
事
務
の
委
託
に
関
す
る
告
示
（
昭
和
六
十
一
年
山
口
県
告
示
第
七
百
四
十
八
号
）
及
び

歳
入
の
収
納
の
事
務
の
委
託
に
関
す
る
告
示
（
平
成
十
年
山
口
県
告
示
第
七
百
七
号
）
は
、
廃
止
す

る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

委

託

を

受

け

た

者

委
託
に
係
る
取
扱
歳

入
金
の
種
類

名

称

所

在

地

山
口
県
西
部
森
林
組
合

下
関
市
豊
田
町
大
字
中
村
八
五
三
の
一
三

山
口
県
林
業
・
木
材

産
業
改
善
資
金
償
還

金

山
口
県
森
林
組
合
連
合
会

山
口
市
駅
通
り
二
丁
目
四
番
一
七
号

〃

山
口
阿
東
森
林
組
合

山
口
市
阿
東
徳
佐
下
三
三
の
四

〃

山
口
中
央
森
林
組
合

山
口
市
大
内
長
野
一
九
七
八

〃

阿
武
萩
森
林
組
合

萩
市
大
字
福
井
下
三
〇
七
の
一

〃

錦
川
森
林
組
合

岩
国
市
天
尾
一
〇
〇
〇
の
五

〃

山
口
県
東
部
森
林
組
合

岩
国
市
周
東
町
下
久
原
一
〇
三
六
の
四

〃

光
大
和
森
林
組
合

光
市
中
央
五
丁
目
一
二
番
一
号

〃

カ
ル
ス
ト
森
林
組
合

美
祢
市
大
嶺
町
東
分
四
一
八
の
一

〃

周
南
森
林
組
合

周
南
市
大
字
須
々
万
本
郷
一
一
五
三
の
三

〃

山
口
県
告
示
第
百
三
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
県
道
の
路
線

を
認
定
す
る
。

四
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そ
の
関
係
図
面
は
、
山
口
県
土
木
建
築
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

路

線

名

起

点

終

点

串
夜
市
線

山
口
市
徳
地
ḉ
河
内

周
南
市
大
字
夜
市

山
口
県
告
示
第
百
三
十
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
県
道

の
路
線
を
廃
止
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
山
口
県
土
木
建
築
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

路

線

名

起

点

終

点

鹿
野
夜
市
線

周
南
市
大
字
鹿
野
下

周
南
市
大
字
夜
市

山
口
県
告
示
第
百
三
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
決
定
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
一
月
間
山
口
県
土
木
建
築
部
道
路
整
備
課

に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

道
路
の
種
類

県
道

路

線

名

串
夜
市
線

道
路
の
区
域

区

間

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

山
口
市
徳
地
ḉ
河
内
字
稗
田
一
三
七
七
の
一
地
先
か

ら同
市
徳
地
ḉ
河
内
字
徳
間
草
一
一
四
一
の
一
地
先
ま

で

最
狭

七
・
〇

最
広

二
六
・
〇

五
五
二
・
〇
山
口
市
道
安
養

地
・
高
瀬
線
の
道

路
の
区
域

山
口
市
徳
地
ḉ
河
内
字
徳
間
草
一
一
四
一
の
一
地
先

か
ら
周
南
市
大
字
高
瀬
字
小
神
六
五
〇
の
一
地
先
ま
で

最
狭

八
・
〇

最
広

七
四
・
〇
三
、
〇
九
五
・
〇
周
南
市
道
秋
字
明

巣
山
線
の
道
路
の

区
域

周
南
市
大
字
高
瀬
字
小
神
六
五
〇
の
一
地
先
か
ら

同
市

同
大
字
字
源
内
七
〇
八
の
三
地
先
ま
で

最
狭

一
二
・
〇

最
広

一
六
・
〇

七
三
・
〇
県
道
鹿
野
夜
市
線

の
道
路
の
区
域

周
南
市
大
字
高
瀬
字
源
内
七
〇
八
の
三
地
先
か
ら

同
市
大
字
米
光
字
下
防
門
六
八
七
の
一
地
先
ま
で

最
狭

一
〇
・
五

最
広

四
二
・
〇
五
、
九
七
二
・
〇
一
般
国
道
三
七
六

号
の
道
路
の
区
域

（
重
用
）

周
南
市
大
字
米
光
字
下
防
門
六
八
七
の
一
地
先
か
ら

同
市
大
字
夜
市
字
飛
安
六
九
一
の
四
地
先
ま
で

最
狭

四
・
〇

最
広

七
六
・
〇
七
、
三
九
七
・
〇
県
道
鹿
野
夜
市
線

の
道
路
の
区
域

山
口
県
告
示
第
百
三
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
一
月
間
山
口
県
土
木
建
築
部
道
路
整
備
課

に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

道
路
の
種
類

一
般
国
道

路

線

名

四
九
〇
号

道
路
の
区
域

区

間

旧
新
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

宇
部
市
大
字
荒
瀬
字
薄
畑
一
一
〇
五
三
の

一
地
先
か
ら

同
市

同
大
字
字
向
河
内
一
一
一
四
七
の

一
地
先
ま
で

旧

八
・
〇

最
狭

及
び

一
二
・
九

四
五
・
一

最
広

及
び

五
三
・
〇

七
二
五
・
五
及
び

六
八
三
・
二
ダ
ブ
ル
ウ
ェ
イ

新

最
狭

一
二
・
九

最
広

五
三
・
〇

六
八
三
・
二
道
路
改
良
工
事
の

完
了
に
よ
る
。

四
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道
路
の
種
類

県
道

路

線

名

岩
国
佐
伯
線

道
路
の
区
域

区

間

旧
新
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

岩
国
市
美
和
町
北
中
山
字
市
ノ
川
一
〇
四

五
六
の
一
地
先
か
ら

同
市
美
和
町
北
中
山
字
河
原
田
一
〇
六
四

の
一
地
先
ま
で

旧

最
狭

四
・
〇

最
広

六
・
六

四
九
六
・
〇

新

最
狭

一
〇
・
二

最
広

三
六
・
〇

三
二
三
・
四
道
路
改
良
工
事
の

完
了
に
よ
る
。

道
路
の
種
類

県
道

路

線

名

田
耕
湯
玉
停
車
場
線

道
路
の
区
域

区

間

旧
新
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

下
関
市
豊
北
町
大
字
田
耕
字
垰
六
四
一
七

の
一
地
先
か
ら

同
市
豊
北
町
大
字
田
耕
字
滑
六
四
〇
九
の

五
地
先
ま
で

旧

最
狭

七
・
〇

最
広

二
〇
・
二

二
三
〇
・
〇

新

最
狭

九
・
八

最
広

二
四
・
六

二
〇
六
・
六
道
路
改
良
工
事
の

完
了
に
よ
る
。

道
路
の
種
類

県
道

路

線

名

下
松
新
南
陽
線

道
路
の
区
域

区

間

旧
新
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

周
南
市
青
山
町
一
六
三
六
の
一
二
地
先
か

ら同
市

同
町
一
六
〇
九
の
七
地
先
ま
で

旧

最
狭

三
六
・
〇

最
広

三
八
・
〇

一
四
〇
・
五

新

最
狭

三
七
・
一

最
広

五
三
・
三

一
四
〇
・
五
道
路
改
良
工
事
の

完
了
に
よ
る
。

山
口
県
告
示
第
百
三
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
一
月
間
山
口
県
土
木
建
築
部
道
路
整
備
課

に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

路
線
名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

一
般
国
道

四
九
〇
号

宇
部
市
大
字
荒
瀬
字
薄
畑
一
一
〇
五
三
の
一
地
先
か
ら

同
市

同
大
字
字
向
河
内
一
一
一
四
七
の
一
地
先
ま
で

平
成
二
十
九
年
四
月

一
日

路
線
名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

県

道

岩
国
佐
伯
線

岩
国
市
美
和
町
北
中
山
字
市
ノ
川
一
〇
四
五
六
の
一
地
先
か
ら

同
市
美
和
町
北
中
山
字
河
原
田
一
〇
六
四
の
一
地
先
ま
で

平
成
二
十
九
年
四
月

一
日

路
線
名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

県

道

田
耕
湯
玉
停

車
場
線

下
関
市
豊
北
町
大
字
田
耕
字
垰
六
四
一
七
の
一
地
先
か
ら

同
市
豊
北
町
大
字
田
耕
字
滑
六
四
〇
九
の
五
地
先
ま
で

平
成
二
十
九
年
四
月

一
日

路
線
名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

県

道

下
松
新
南
陽

線

周
南
市
青
山
町
一
六
三
六
の
一
二
地
先
か
ら

同
市

同
町
一
六
〇
九
の
七
地
先
ま
で

平
成
二
十
九
年
四
月

一
日
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公

告

（
九
三
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗
に
関
す
る
届
出
に
係
る
事
項
の
変
更
の
届
出
が
あ
り
ま
し
た
。

当
該
届
出
及
び
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
は
、
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一

日
か
ら
同
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
商
工
労
働
部
商
政
課
及
び
岩
国
市
産
業
振
興
部
商
工

振
興
課
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

ザ
・
ビ
ッ
グ
岩
国
店

所
在
地

岩
国
市
三
笠
町
三
丁
目
二
番
二
号

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

名

称

住

所

代
表
者
の
氏
名

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
西
日
本
株

式
会
社

広
島
市
南
区
段
原
南
一
丁
目
三
番
五
二
号

加
栗

章
男

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変
更
に
係
る
事
項

変

更

前

変

更

後

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の

合
計

一
、
五
九
四
平
方
メ
ー
ト
ル

一
、
七
九
四
平
方
メ
ー
ト
ル

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
容
量

三
三
立
方
メ
ー
ト
ル

二
一
立
方
メ
ー
ト
ル

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数

三
箇
所

四
箇
所

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き

を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

午
前
五
時
か
ら
午
後
九
時
ま
で

午
前
六
時
か
ら
午
後
九
時
ま
で

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
九
年
三
月
十
三
日

五

変
更
年
月
日

平
成
二
十
九
年
十
一
月
十
四
日

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

ザ
・
ビ
ッ
グ
岩
国
店

所
在
地

岩
国
市
三
笠
町
三
丁
目
二
番
二
号

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

名

称

住

所

代
表
者
の
氏
名

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
西
日
本
株

式
会
社

広
島
市
南
区
段
原
南
一
丁
目
三
番
五
二
号

加
栗

章
男

三

変
更
に
係
る
事
項

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
、
廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
位

置
四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
九
年
三
月
十
三
日

五

変
更
年
月
日

平
成
二
十
九
年
十
一
月
十
四
日

（
九
四
）
県
営
岩
永
本
郷
東
地
区
農
業
競
争
力
強
化
基
盤
整
備
事
業
計
画
書
の
縦
覧

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営

岩
永
本
郷
東
地
区
農
業
競
争
力
強
化
基
盤
整
備
事
業
を
行
う
た
め
の
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
の

で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

県
営
岩
永
本
郷
東
地
区
農
業
競
争
力
強
化
基
盤
整
備
事
業
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
九
年
四
月
三
日
か
ら
同
月
二
十
四
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

山
口
県
農
林
水
産
部
農
村
整
備
課

（
九
五
）
林
業
労
働
力
の
確
保
の
促
進
に
関
す
る
基
本
計
画
の
策
定

林
業
労
働
力
の
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
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定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
林
業
労
働
力
の
確
保
の
促
進
に
関
す
る
基
本
計
画
を
定
め
ま
し
た
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

林
業
労
働
力
の
確
保
の
促
進
に
関
す
る
基
本
計
画
の
内
容

縦
覧
に
供
す
る
林
業
労
働
力
の
確
保
の
促
進
に
関
す
る
基
本
計
画
の
と
お
り

二

縦
覧
の
場
所

山
口
県
農
林
水
産
部
森
林
企
画
課
及
び
各
農
林
事
務
所

（
九
六
）
基
本
測
量
の
実
施
の
終
了

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
土
交
通
省

国
土
地
理
院
長
か
ら
次
の
と
お
り
基
本
測
量
の
実
施
を
終
了
し
た
旨
の
通
知
が
あ
り
ま
し
た
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

作
業
の
種
類

基
本
測
量
（
基
本
重
力
測
量
）

二

作
業
の
地
域

下
関
市
、
山
口
市
及
び
萩
市

三

作
業
の
期
間

平
成
二
十
八
年
十
月
四
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
日
ま
で

（
九
七
）
公
共
測
量
の
実
施
の
終
了

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
山
陽
小
野
田
市
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
の
実
施
を
終
了
し
た
旨
の
通

知
が
あ
り
ま
し
た
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

作
業
の
種
類

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
）

二

作
業
の
地
域

山
陽
小
野
田
市
大
字
埴
生

三

作
業
の
期
間

平
成
二
十
八
年
七
月
四
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
十
日
ま
で

県

議

会

山
口
県
議
会
規
程
第
一
号

政
治
倫
理
の
確
立
の
た
め
の
山
口
県
議
会
議
員
の
資
産
等
の
公
開
に
関
す
る
条
例
施
行
規
程
の
一
部

を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

山
口
県
議
会
議
長

柳

居

俊

学

政
治
倫
理
の
確
立
の
た
め
の
山
口
県
議
会
議
員
の
資
産
等
の
公
開
に
関
す
る
条
例
施
行
規
程
の

一
部
を
改
正
す
る
規
程

政
治
倫
理
の
確
立
の
た
め
の
山
口
県
議
会
議
員
の
資
産
等
の
公
開
に
関
す
る
条
例
施
行
規
程
（
平
成

七
年
山
口
県
議
会
規
程
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
二
号
様
式
中

「

」
を

株
式
等
の
譲
渡
に
よ
る
事
業
所

得
、
譲
渡
所
得
及
び
雑
所
得

「

」
に
、

一
般
株
式
等
の
譲
渡
に
よ
る
事

業
所
得
、
譲
渡
所
得
及
び
雑
所

得上
場
株
式
等
の
譲
渡
に
よ
る
事

業
所
得
、
譲
渡
所
得
及
び
雑
所

得「係
る
配
当
所
得

」
を
「係

る
利
子
所
得
及
び
配
当
所
得

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事
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